
平成˜™年˜™月�日 水曜日 (号外第™› 号)官 報

（
監
察
の
指
示
等
）

第
十
二
条
の
二

国
家
公
安
委
員
会
は
、
第
五
条
第
二
項

第
二
十
一
号
の
監
察
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
警
察
庁
に
対
す
る
同
項
の
規
定
に
基
づ
く
指

示
を
具
体
的
又
は
個
別
的
な
事
項
に
わ
た
る
も
の
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

国
家
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
を

し
た
場
合
に
お
い
て
、必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

そ
の
指
名
す
る
委
員
に
、
当
該
指
示
に
係
る
事
項
の
履

行
の
状
況
を
点
検
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

国
家
公
安
委
員
会
は
、
警
察
庁
の
職
員
に
、
前
項
の

規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
委
員
の
同
項
に
規
定
す
る
事

務
を
補
助
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
第
四
号
中
「
調
査
」
を
「
立
案
」

に
改
め
、
同
項
中
第
二
十
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、
第
十

九
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、第
十
八
号
を
第
二
十
号
と
し
、

同
項
第
十
七
号
中
「
調
査
」
を
「
立
案
」
に
改
め
、
同
号

を
同
項
第
十
九
号
と
し
、
同
項
中
第
十
六
号
を
第
十
八
号

と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
七
号
を
第
九
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

八

情
報
の
公
開
に
関
す
る
こ
と
。

第
二
十
一
条
第
一
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五

号
を
第
六
号
と
し
、第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

所
管
行
政
に
関
す
る
政
策
の
評
価
に
関
す
る
こ

と
。

第
二
十
一
条
第
二
項
中
「
前
項
第
十
七
号
か
ら
第
十
九

号
ま
で
」
を
「
前
項
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
一
号
ま
で
」

に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
一
項
中
「
か
ら
第
十
一
号
ま
で
、
第
十
三

号
か
ら
第
十
五
号
ま
で
及
び
第
十
八
号
か
ら
第
二
十
一
号

ま
で
」
を
「
、
第
四
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
四
号

か
ら
第
十
六
号
ま
で
及
び
第
十
九
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま

で
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
第
五
条
第
二
項
第
十
四
号
」

を
「
第
五
条
第
二
項
第
十
五
号
」
に
改
め
る
。

第
四
十
条
第
二
項
中
「
再
任
す
る
」
を
「
二
回
に
限
り

再
任
さ
れ
る
」
に
改
め
る
。

第
四
十
二
条
第
一
項
中「（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百

六
十
一
号
）」を
削
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を

「
た
だ
し
」
に
、「
外
」
を
「
ほ
か
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
又
は
常
勤
の
職
員
」
を
「
若
し
く
は
常
勤
の
職
員

又
は
地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す

る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
監
察
の
指
示
等
）

第
四
十
三
条
の
二

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
都
道
府

県
警
察
の
事
務
又
は
都
道
府
県
警
察
の
職
員
の
非
違
に

関
す
る
監
察
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き

は
、
都
道
府
県
警
察
に
対
す
る
第
三
十
八
条
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
く
指
示
を
具
体
的
又
は
個
別
的
な
事
項
に

わ
た
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指

示
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
そ
の
指
名
す
る
委
員
に
、
当
該
指
示
に
係
る
事

項
の
履
行
の
状
況
を
点
検
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
都
道
府
県
警
察
の
職
員

（
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
援
助
の
要
求
に
よ

り
派
遣
さ
れ
た
警
察
庁
の
職
員
を
含
む
。）に
、
前
項
の

規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
委
員
の
同
項
に
規
定
す
る
事

務
を
補
助
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
六
条
第
二
項
後
段
中
「
、「
並
び
に
」
を「「
並
び

に
」
に
改
め
、「
及
び
都
道
府
県
公
安
委
員
会
」
と
」
の
下

に
「
、
第
四
十
三
条
の
二
中
「
都
道
府
県
警
察
」
と
あ
る

の
は
「
方
面
本
部
」
と
、
同
条
第
一
項
中
「
第
三
十
八
条

第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
六
条
第
一
項
」
と
」
を

加
え
る
。

第
五
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
警
察
署
協
議
会
）

第
五
十
三
条
の
二

警
察
署
に
、
警
察
署
協
議
会
を
置
く

も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
管
轄
区
域
内
の
人
口
が
僅
少

で
あ
る
こ
と
そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
こ

れ
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２

警
察
署
協
議
会
は
、
警
察
署
の
管
轄
区
域
内
に
お
け

る
警
察
の
事
務
の
処
理
に
関
し
、
警
察
署
長
の
諮
問
に

応
ず
る
と
と
も
に
、
警
察
署
長
に
対
し
て
意
見
を
述
べ

る
機
関
と
す
る
。

３

警
察
署
協
議
会
の
委
員
は
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会

が
委
嘱
す
る
。

４

警
察
署
協
議
会
の
設
置
、
そ
の
委
員
の
定
数
、
任
期

そ
の
他
警
察
署
協
議
会
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
条
例

（
警
察
署
協
議
会
の
議
事
の
手
続
に
あ
つ
て
は
、
都
道

府
県
公
安
委
員
会
規
則
）
で
定
め
る
。

第
五
十
六
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

警
視
総
監
又
は
警
察
本
部
長
は
、
第
四
十
三
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
、
都

道
府
県
警
察
の
職
員
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
速
や
か
に
事
実

を
調
査
し
、
当
該
職
員
が
当
該
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
と
き
は
、
都
道
府
県

公
安
委
員
会
に
対
し
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
つ
て
、
法
令
又
は

条
例
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
職
務
上
の
義
務
に

違
反
し
、
又
は
職
務
を
怠
つ
た
場
合

三

全
体
の
奉
仕
者
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
非
行
の

あ
つ
た
場
合

第
六
十
九
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

皇
宮
護
衛
官
は
、
天
皇
及
び
皇
后
、
皇
太
子
そ
の
他

の
皇
族
の
生
命
、
身
体
若
し
く
は
財
産
に
対
す
る
罪
、

皇
室
用
財
産
に
対
す
る
罪
又
は
皇
居
、
御
所
そ
の
他
皇

室
用
財
産
で
あ
る
施
設
若
し
く
は
天
皇
及
び
皇
后
、
皇

太
子
そ
の
他
の
皇
族
の
宿
泊
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
施

設
に
お
け
る
犯
罪
に
つ
い
て
、
国
家
公
安
委
員
会
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
に
よ
る
司

法
警
察
職
員
と
し
て
の
職
務
を
行
う
。

第
六
十
九
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

５

皇
宮
護
衛
官
の
武
器
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
警
察
官

職
務
執
行
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）

第
七
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

６

皇
宮
護
衛
官
及
び
警
察
官
は
、
そ
の
職
務
の
執
行
に

関
し
、
相
互
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
十
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
苦
情
の
申
出
等
）

第
七
十
八
条
の
二

都
道
府
県
警
察
の
職
員
の
職
務
執
行

に
つ
い
て
苦
情
が
あ
る
者
は
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会

に
対
し
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
手
続
に
従

い
、文
書
に
よ
り
苦
情
の
申
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
申
出
が
あ
つ
た

と
き
は
、
法
令
又
は
条
例
の
規
定
に
基
づ
き
こ
れ
を
誠

実
に
処
理
し
、
処
理
の
結
果
を
文
書
に
よ
り
申
出
者
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

申
出
が
都
道
府
県
警
察
の
事
務
の
適
正
な
遂
行
を

妨
げ
る
目
的
で
行
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二

申
出
者
の
所
在
が
不
明
で
あ
る
と
き
。

三

申
出
者
が
他
の
者
と
共
同
で
苦
情
の
申
出
を
行
つ

た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
他
の
者
に

当
該
苦
情
に
係
る
処
理
の
結
果
を
通
知
し
た
と
き
。

警
察
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。御

名

御

璽

平
成
十
二
年
十
二
月
六
日

内
閣
総
理
大
臣

森

喜
朗

法
律
第
百
三
十
九
号

警
察
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
第
二
十
一
号
を
第
二
十
二
号
と
し
、

第
四
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
、
同
号
を
第
四
号
と
す
る
。

ハ

国
際
関
係
に
重
大
な
影
響
を
与
え
、
そ
の
他
国

の
重
大
な
利
益
を
著
し
く
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る

航
空
機
の
強
取
、
人
質
に
よ
る
強
要
そ
の
他
こ
れ

ら
に
準
ず
る
犯
罪
に
係
る
事
案

第
五
条
第
二
項
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

警
察
に
関
す
る
国
の
政
策
の
評
価
に
関
す
る
こ

と
。

第
八
条
第
二
項
中
「
再
任
す
る
」
を
「
一
回
に
限
り
再

任
さ
れ
る
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」に
改
め
、

「
職
員
」
の
下
に
「
又
は
国
家
公
務
員
法
第
八
十
一
条
の

五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
官
職
若
し
く
は
地

方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）

第
二
十
八
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職

を
占
め
る
職
員
」
を
加
え
る
。

第
十
二
条
の
二
を
第
十
二
条
の
三
と
し
、
第
十
二
条
の

次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超

え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定
（
同
項
第
三
号
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
部
分
を
除
く
。）並
び
に
第
二
十
一

条
、
第
三
十
条
第
一
項
及
び
第
三
十
三
条
第
一
項
の

改
正
規
定

平
成
十
三
年
一
月
六
日

二

第
十
条
第
二
項
及
び
第
四
十
二
条
の
改
正
規
定

平
成
十
三
年
四
月
一
日

三

第
五
十
三
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
及

び
第
七
十
八
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
在
職
す
る
都
道
府
県
公

安
委
員
会
の
委
員
及
び
方
面
公
安
委
員
会
の
委
員
で

あ
っ
て
三
回
以
上
再
任
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
改
正
後

の
警
察
法
第
四
十
条
第
二
項
（
同
法
第
四
十
六
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、二
回
再
任
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

（
司
法
警
察
職
員
等
指
定
応
急
措
置
法
の
一
部
改
正
）

３

司
法
警
察
職
員
等
指
定
応
急
措
置
法
（
昭
和
二
十
三

年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
三
条
を
削
る
。

内
閣
総
理
大
臣

森

喜
朗

˜—


